
令和７年４月１日(火)

※予算の上限に達し次第、受付を終了します。

最
大

補
助
！

上田市民限定

受 付 期 間

令和８年３月２日(月)

電気冷蔵庫

省エネ性能を有する製品に買換える
際に補助が受けられます※

省エネ
基準達成率

100％以上
の製品が対象

※その他条件は裏面をご覧ください

対 象 家 電

補助対象経費の5分の1以内

最大 万円

補助対象経費の10分の1以内

最大１万円

上記以外の市内の事業所

市内に本店を有する事業所

補 助 額



補助金
交付
対象者

●申請時点において市内に住所を有し、かつ、自らが居住している
市内の住宅に省エネ家電を設置する方。

●同一世帯において、この補助金の交付を受けた方がいないこと。
●市税の滞納がないこと。

対象条件

●令和７年４月１日（火）以降に市内の事業所で購入した未使用品で
あること。

●平成26年（2014年）以前に製造された冷蔵庫を処分し、新たに
買換えること。

●買換えを行う冷蔵庫は、最新（2021年度）の省エネ基準達成率が
100％以上のものであること。

申請方法

詳しくは上田市
ホームページを
ご覧ください

問合せ先

ご用意いただくもの

〒386-8601 上田市大手１丁目11番16号
上田市環境政策課 ゼロカーボンシティ推進担当
TEL：0268-71-6428
E-mail：kankyo@city.ueda.nagano.jp

申請書を上田市ホームページからダウンロード
https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/seikan/107930.html
→必要箇所を記入
→必要書類と合わせて環境政策課に提出

郵送での
提出も可！

① 領収書の写し ②カタログ等の写し 保証書の写し③

④リサイクル券の写し
⑤買換え前の製品の型番、年間消費電力量、製造年が分かるラベルの写真
⑥買換え前後の製品の設置状況が分かる写真 等

mailto:kankyo@city.ueda.nagano.jp

